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別紙２

○
公
害
等
調
整
委
員
会
規
則
第

号

鉱
業
等
に
係
る
土
地
利
用
の
調
整
手
続
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号
）
第
五
十
八
条

の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
鉱
業
等
に
係
る
土
地
利
用
の
調
整
手
続
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年

月

日

公
害
等
調
整
委
員
会
委
員
長

永
野

厚
郎

鉱
業
等
に
係
る
土
地
利
用
の
調
整
手
続
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

鉱
業
等
に
係
る
土
地
利
用
の
調
整
手
続
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
土
地
調
整
委

員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

智大 鈴木
長方形
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改

正

後

（
申
請
の
取
下
げ
）

第
十
二
条
の
二

［
略
］

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
取
下
げ
は
、
書
面
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
審
理
の
期
日
又
は
第
十
五
条

の
二
の
規
定
に
よ
る
期
日
で
あ
つ
て
裁
定
委
員
が
出
席
す
る
期
日
に
お
い
て
は
、
口
頭
で
す
る
こ
と
を
妨
げ
な

い
。

［
３

略
］

改

正

前

(

申
請
の
取
下
げ)

第
十
二
条
の
二

［
同
上
］

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
取
下
げ
は
、
書
面
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
３

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


